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○受付期間 令和７年６月２日（月）～令和７年６月２０日（金） 

※ 郵送の場合は６月２０日（金）１７：１５までに人事課必着のこと。 

 

１ 試験区分、区分記号、採用予定人員、試験種目、受験資格 

 

【令和７年１０月１日付採用】 

試験区分 
区分 

記号 

採用予定 

人員 
試験種目 受  験  資  格 

一般事務 

（大卒程度） 
A 

５名程度 

事務適性検査 
職場適応性検査 

教養試験（大卒程度） 

作文 

・平成８年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれ

た人 

・学歴不問 

一般事務 

（高卒程度） 
B 

事務適性検査 
職場適応性検査 

教養試験（高卒程度） 

作文 

・平成１３年４月２日から平成１９年４月１日までに生ま

れた人 

・大学卒業者（卒業見込み者）はこの試験区分では受

験できません。 

※現在高校生の方は今回の試験は受験できません。 

保健師 C 若干名 

事務適性検査 
職場適応性検査 

教養試験（高卒程度） 
作文 

・平成２年４月２日以降に生まれた人 

・保健師の資格を有する者（資格取得見込みの者も可） 

社会福祉士 D １名 

事務適性検査 
職場適応性検査 

教養試験（高卒程度） 
作文 

・平成２年４月２日以降に生まれた人 

・社会福祉士の資格を有する者（資格取得見込みの者

も可） 

埋蔵文化財 

発掘調査担当 
E １名 

事務適性検査 
職場適応性検査 
教養試験（大卒程度） 
作文 
専門試験（記述式） 

・平成２年４月２日以降に生まれた人 

・大学または大学院において考古学に関連する専門課

程を卒業（修了）した者（卒業見込みを含む） 
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【令和８年４月１日付採用】 

試験区分 
区分 

記号 

採用予定 

人員 
試験種目 受  験  資  格 

一般事務 

（大卒程度） 
F 

５名程度 

事務適性検査 
職場適応性検査 

教養試験（大卒程度） 

作文 

・平成９年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれ

た人 

・学歴不問 

一般事務 

（高卒程度） 
G 

事務適性検査 
職場適応性検査 

教養試験（高卒程度） 

作文 

・平成１４年４月２日から平成２０年４月１日までに生ま

れた人 

・大学卒業者（卒業見込み者）はこの試験区分では受験

できません。 

※現在高校生の方は今回の試験は受験できません。 

保健師 H １名 

事務適性検査 
職場適応性検査 
教養試験（高卒程度） 
作文 

・平成３年４月２日以降に生まれた人 

・保健師の資格を有する者（資格取得見込みの者も可） 

土木技師 I 若干名 

事務適性検査 
職場適応性検査 
教養試験（高卒程度） 
作文 
土木専門試験（高卒
程度） 

・平成９年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれ

た人 

※現在高校生の方は今回の試験は受験できません。 

建築技師 J １名 

事務適性検査 
職場適応性検査 
教養試験（高卒程度） 
作文 
建築専門試験（高卒
程度） 

・平成３年４月２日から平成２０年４月１日までに生ま

れた人 

・１級もしくは２級建築士の資格を有する者または

令和８年４月１日時点で１級もしくは２級建築士

の受験資格を有する者（見込みを含む） 

※現在高校生の方は今回の試験は受験できません。 

 

※ 区分記号は職員採用試験受験申込書の申込試験区分欄にご記入ください。 

※ 令和７年１０月１日採用と令和８年４月１日採用の併願はできません。 

※ 今年度においては、１０月以降を試験日として、再度、職員の募集を行います。今年度、高校を卒業予定の方は、後日改め

てお知らせする採用試験にご応募ください。 
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【特記事項】  

・すべての試験区分において、障がいがある方で応募される方は、受験申込書に身体障害者手帳、精神障害 

者保健福祉手帳または療育手帳のコピーを添えてお申し込みください。その際、試験にあたり一定の配慮を求

める方はお申し出ください。 

 ・日本国籍を有しない人も受験できます。ただし、日本国籍を有しない人は、公権力の行使又は公の意思形成へ 

の参画に携わる職以外の職に任用されます。 

・地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当する人は、受験できません。 

・点字試験は実施しておりません。 

 

 

２ 試験の日程、場所及び合格発表の方法 

区    分 試 験 日 程 試 験 場 所 合 格 発 表 

第１次試験 
令和７年７月１３日（日） 

受付  ８：３０ ～ ８：５０ 

益田市役所 ３階 会議室 

益田市常盤町１番１号 

令和７年７月２３日（水） 

市役所本庁舎前掲示板に受験番号で掲示

するとともに、受験者全員に合否を通知し

ます。また、益田市ホームページにも合格

者の受験番号を掲載します。 

第２次試験 第１次試験当日発表します。 受験者に合否を通知します。 

※ 試験場所は、応募人数の状況で変更する場合があります。後日、送付する受験票に

明示しますので、必ず確認してください。 

 

 

３ 職務の内容 

職  種 職 務 の 内 容 

一 般 事 務 一般行政事務に従事していただきます。 

保 健 師 地域の健康課題に即した計画の立案及び保健サービスの提供を行っていただきます。 

社 会 福 祉 士 福祉に関する相談や助言、指導、援助に関する業務に従事していただきます。 

埋蔵文化財発掘調査担当 文化財保護及び埋蔵文化財の調査事業に従事していただきます。  

土 木 技 師 建設・農林・水道その他土木関係の設計、積算及び管理業務に従事していただきます。 

建 築 技 師 市の施設等の建物関係の設計、積算及び監理業務に従事していただきます。  

 

 

４ 試験の種目及び内容 

(1) エントリーシートの提出 

職員採用試験受験申込書と一緒に自筆によるエントリーシートを提出してください。 
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(2) 第１次試験 

試験種目 試  験  内  容 

事務適性検査 

(100 題 10 分) 
事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面から検査します。 

職場適応性検査 

（150 題 20 分） 
公務の職業生活への適応性について、職務への対応や対人関係に関連する検査をします。 

教養試験 

(40 題 2 時間) 

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断・数的推理及び資料解釈に

関する能力について、マークシート方式による択一式試験を行います。 

作文試験 

(1 時間) 

益田市役所の職員としての必要な表現力、課題に対する理解力等について試験を行います。 

（作文試験の採点は、第１次試験合格者のみ行います） 

埋文担当専門試験 

(１時間30分) 
考古学・埋蔵文化財について、記述式による筆記試験を行います。  

土木専門試験 

(30 題１時間 30 分) 

数学・物理・情報、土木構造設計（構造力学、構造設計）、土木基盤力学（水理学、土質力学）、測

量、社会基盤工学、土木施工について、マークシート方式による択一式試験を行います。 

建築専門試験 

（30題1時間30分） 

数学・物理・情報、建築構造設計、建築構造、建築計画、建築法規、建築施工について、マークシ

ート方式による択一式試験を行います。 

※ 携行品…受験票（６月２５日以降送付）、筆記用具（ＨＢ又はＢの鉛筆、消しゴム） 

※ 受験票が７月３日（木）までに到着しない場合は、益田市総務部人事課に連絡してください。 

 

(3) 第２次試験（第１次試験合格者） 

・人物試験（面接）を行います。 

 

 

５ 受験手続及び受付期間 

次の提出書類に必要事項を記入し、令和７年６月２日（月）から令和７年６月２０日（金）(期日最終日は郵送による提出を含め

１７：１５人事課必着)までに益田市総務部人事課へ提出してください。土曜日、日曜日、祝日に提出する場合は、本館東側入口

の宿直室へ提出してください。 

提出書類 

１ 職員採用試験受験申込書 

折り曲げないでください。申込書の申込試験区分については１ページ１の表の区分記

号をご記入ください。写真については申込前６か月以内に撮影したものを貼付してくだ

さい。 

２ エントリーシート 折り曲げないでください。必ず自筆でご記入ください。 

３ 連絡用封筒（２通） 
封筒（長形３号 120 ㎜×235 ㎜）２通にそれぞれ１１０円切手を貼り、あて先（様をつけ

る）を明記してください。（受験票送付及び第１次試験の結果通知に使います。） 

※           は、よくご確認ください。書類に不備がある場合、受験できないことがあります。 
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６ 合格から採用まで 

(1) 合格者は、応募した採用期日の試験区分により、令和７年１０月１日付採用または令和８年４月１日付採用とします。 

(2) 受験資格がないこと、受験申込書に虚偽の記載がなされたことが判明した場合は、合格を取り消します。 

 

７ 勤務時間等 

(1) 勤務時間は週３８時間４５分で、原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までとなっています。 

(2) 年次有給休暇は 1 年間に２０日あります。その他、病気休暇や慶弔休暇等があります。 

 

 

８ 給与 

(1) 初任給   初任給経歴に応じて決定しますが、経歴等により異なります。 

 １８歳 ２０歳 ２２歳 

初任給月額 １８８，０００円 ２０１，０００円 ２１３，６００円 

                                                         （令和７年４月現在） 

(2) 昇  給   通常の場合、年１回昇給します。 

(3) 諸手当   扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等の諸手当が給与条例に基づいて支給されます。 

 

 

９ 問合せ先 

不明な点については、次にお尋ねください。 

〒６９８－８６５０  益田市常盤町１番１号  益田市総務部人事課 

ＴＥＬ ０８５６－３１－０１３１（直通） 

ＦＡＸ ０８５６－２３－５００１ 

Ｅ‐ｍａｉｌ：ｊｉｎｊｉ＠ｃｉｔｙ.masuda.ｌｇ.ｊｐ 

（例） 


